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－ －
（内線 ）
－ －

富士プリント

〇
一
般
競
争
入 道
札 警

為 規 保 条 関 少 号
等 制 護 例 す 年
の 及 育 の る 保
防 び 成 一 法 護
止 業 条 部 律 育
に 務 例 を 施 成
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四 二 改 海 道 平
条 条 正 道 北 規 成
及 の す 青 海 則 十
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四 則 規 北
項 第 則 海
た 二 道
だ 十 知
し 八 事
書 号
」 ） 堀
に の
改 一

正 る
す 。
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

５６
也

達

執札

札入入開開入

入入
参 の保 札札札札に 行

札

場

加す無

える店

る法舗

。

４

律型

道道

申審約海海

契北北
幌健

書を項札保

請査条

のっ示市福

類行を

条 め 舗 業
第 る 型 務
三 。 電 の
項 話 適
と 異 正

３
審

道平ん道格申申

営資

い業査請請

が成で内

行

こ又申のの う年る者の

指

め 部
る を 達
。 次

の 也
よ

２
の地に政。平

入次項と

方令 にい規成

委札
託自第 参ず定

加れす年 治

すにる北

１
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縦
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園
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事工標器工
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契契 種

負約負約

請
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工
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又
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又 し工とし 品
るだ木る若

ろは 又
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上円 円満
万以

上円満

）
分

区
級

等
る

ず

円

円
万

円上
万以

未

工
装

舗
事

工
木

土

万以万

品

造印物

約
契

負
請

鋼
事

請

造
製入

の購

物の

林刷

契

託約負負負

委契請請

農水森

約約約約

契契契

土

術量路業産林

技測道

工

料掃木木木

資清土土

計委契

成事事事

作工工

地

約
契

託約

委契

の託約

の査

施物調

木築質

土建

設
の計

物設

設

満
未

満
未

円上
万以

円
万

円上
万以

円
万

上円

以万

億億

１１
満
未

円上円

万以万

服

事
工

築
建

事
工

部
上

橋

業類務品・

印産器事用
機、維

物用、用類繊

刷

革

製械育器油皮

の機教
具究、・類

造器研類脂

、機両料そ

類用車燃、

路業産林

技測道農水森

木木木

資清土土土

術量

成事事事

作工工工

料掃

施物調

木築質

土建地

計

未

計
設
の計

物設

設の査

満
未

満
万
円

以 万
円

円
万

未

上
以

上
円
万

円上円
満
未

満

万以万

円上円

万以万

・類の

事
工

管
事

工
気

電

、両被

療類車、他

医器

件。

船船林林林物じ

機

の物物加）

舶舶産産産

の

製刷製

建修の製工印の

庁庁庁託情約

造理売品

等等約シ

舎舎舎契報

約 ボ

掃備防テ

清警消ス

等

算ー

計約ラ

子契イ

電借
機等

円上
万以

円上
万以

未 万
円

満
未

満

以万

上円

円
万

未

上円

以万

円上円
満
未

満

万以万

円上円

万以万

木
土

産
水

事
工
木
土
業
農

の

のの払生品物造

事
工

契売除請

請請い産のを

契契約約払く負

負負契

約下

契以約

約約い。契

産産産件

船林林林物
同

の製工製

の物物加の

舶

のの設ム

造売品製造

建

守発

託託保開

委委備の

の託

検委

約約点の

契契
舎舎報

庁庁庁検情

委契
テ

清警消ス

等等等シ

舎

作

自操

は転

又運

掃備防

ボ

貸契

賃託

の委

車の

動
貸等

賃ー

のラ

品イ

物

七

万以
円上 上円

以万 万
円

未
満

万以万未

円上円満

又払生品

事
工
木
土

林
森

物

い

理払

修売

はい産の

発

保開

備の

設ム

舶件

船

清ス

等シ

舎報

庁情

点
守

電

作
操

転

借運

の
ム

掃テ

車
動

発
開

自
、

機
算
計

子
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平項係を資一農 １に業

許もん格 成のる営般業

土土

年可のでの

道 公 報

２
格一路林

の資資道森ア

規道格

識木か

定税のの般標土

類木設工ら

にを種種土

よ滞類

事工ま

り納ごご工置事

競しとと

第

２１
第

資政規意政

資共各に同
第

要的格令定を令

格通
件資の第す得
るて 格共

者い

件のる 条条 要通

号

平
成
十
四
年
一

事事事

工工工

工 木木部

装構築、

工ほ鋼建業

事

事物事工

業工造工石

事
水事、業

は業工業事

又
設工イ

施工タ

道業大、

種 １にい木木

のるこ類

工工 月次限る

の）。

日表。と事事 １

工 に欄受木 在左を土 現

お業 い掲て事 おにけ建

資、設と 、るり、 てげ

の、事で

・ 設格かび 建

入い要要舗、の

争ての

工械ず

札る件件装機い
に

ので、事器れ

へ者は

いの鋼設も

参な次、具
上工当

をこと橋置該

加

る

除。り部事す

排とお

と

れす事造こ

さと工、

の
てる、園

第 件成は ４４ 要未者 の

項 、者ま １２ は年含 第
、れ 項
被な
佐。 令令 ら保い 政政 か
ま人） 第第

又で で
いの被いの

の条はな条

補こ ず

月
四
日

金

曜

日

事業・

工事ル

円満
万未

ブ
工・
官が

左ん

業、れ
事

び工
とク
、ッ
業ロ
事

法区、土 業のつ

土業
・

工 分当業工

じ可業 和応許事 昭に該

、 の

該け工 法当受石 年、を
欄２業 第種 右て事 律

、 に年

。

め上類 ）ゅ 定以 号し

者工、

る築事

い。建工
木

い電土

な、業

で事農
、、

。事事

と工工

こ気

と第

、木
事土
工産
管水

で項

に１人。１

れ第助

当おっお

該にあに

も項
契準

るて、て

すいてい

とす締す

と用約用

こ準
た合

る場の場

する結る

をめを

。合

事構
工鋼
工、

円満
万未

土アる

アイ

施ら成成と

木か平平こ
。

主工

３せ る当 第ん

観事設ウ

イ

第業設
設建 条つ 建該

よ
１算客平

い経の完第り

工の出観成

う営基直成

工及
装事
塗工

。事準前

、
事び

月 路械資４ 塗道機造年

。要。

む必む

含に含

格

建電管

）な）

ので１１

的施物ま年年
１１

査成設の月月

審行

か

項、ず日日

事績計い
もに同

質に在ら

地れ現

査該お年

調
、当い

技すて月

術る引

２事たし的６

資こき日

以年高だた審年

）項日
査降のをし総査建

以審
にに各有書合事設

降
以受営しに数項省

を示

に下け業て規値告

規た年い定

定経経度るす勘第

す営営のこる案

る事事いと等し
格に

建項項ず。級て号

査か、付定

設審審れは

識具審１ 装園 標器

業査

置置 工工の） 設設査日

事事事事請１ 工工申の
る月 塗と機造す７

を年

工・器工日前 装び械園

の

業工設業そ日 事土具事

築気

事工日直 工置のの

業電管工

事事事

工工

工
事業

物掃又気工事

造清
事設鉄事業、

工施は工

工、水く

業工筋業、さ

防業事消道井

、事

円満
万未

きで

料と続ま

円満
万未

以に

、年間

成１の

作。
掃の事

清その

路上そ

道

る

林を係

造業に

、事業

すめ

林で上

びん売

及営

申決にるる

に」のの次

目

るい請算掲。項

係と
設。しおる

建うをにげ

法の日て項

業）たい事
つ

第結の、に

果直

の知の規て

条通前にい

を営定行

１け年るた

第受業すっ

又成営 業平の 業事が後
業

造月の 構４度 鋼年年 は

日 事前の 工日了 物１終
あ 業で

水、業防施工

場下
る以

事根設工業

工屋施設事

、事事業は

業工工事又

装、又消絶

内業業、熱

上金電施工

仕板は防縁

事事通工業

工工気設事

、、工業

業業信事

八

物るを

産い高

円満
万未

い

生。て

品とし

製こ有

いの設査

項て度建審

産

こ了に結

規る終業の

に
。日るに

すとの係果

定

合

る と
成」
平日

、準
は基 ス掃

具ラ業清

建ガ事、

、
業事設

事工施

工



ウアイ

平 こ庁ア２

成 平と舎か建第平

十 成。等ら築１成

四 清ウ物項

年 年掃まに第年

一 １でお１１
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アイアイ

個イか従技平 人 ボアー
上 成人ラら業士成 以 平
にーウ員のい
格１ る 年あ等まの資年

１っ運で中

道 公 報

刷及

るる印ア

アイウエ
と人物び

測こ平平こ個
。にのイ

量と成成

法。
年年あ製の

昭１１っ造い

第

量か

又とる測ア

イウエ

成と人ら

はす平平こ個
。にエ

二る成

級者
１１っで

建に年年あま

築つ

号

物ら

個築か建

建ア

ウア
法 あ設ま

士 にのエ
築 人

っ計で

月 月のけ号月

四 １いるの１

日

かれ生録現

日ず衛登日

同も環受に

らに的を在

年該境けお

金 当のてい

月す確いて

曜 る保る引

日こにこき

日

で。す。き

まと関と続

１ と 月て転のに又月 こ

労同日 。 １は操い、は

現従れ働法現

日、作ず

に

在業に安第在

に員も全
当生にい

おの該衛条お

定引

てがす法規て

い数
引３る
と和る続

き人こ昭すき

ボき

続以
き上。

１は物れ

和月月て、ず

１
か従のも

年日日、品に
入当

律在ら業購該

法現
お年の及す

第に同員
数びる い

３品と ）

て月が物こ 号

引
き日人の。 第

続ま以賃

月月ての
の

きで上貸 条

、ず

事て１１はい

士い
所、現か従れ

務は日日
に同員も

のこ在ら業に

数当

録限お年の該

登の
をりい

３る

受でて月がす

けな引
続ま以と

ていき日人こ

るきで上。

い。

、ず
和 はい

昭 ての
該
律 員も

法 業に
年 従れ

数当
第 の
がす

以と第

人こ）

３る号

上。

に律以

間法年

のる２ 条

そ上
事

事和の

の昭そ

業

ん

る律営

係法を

に年業
で

実第

績

で年イ２
有）る

を号い

る律ー以

年あ法ラ年

２

能そ

上こ第技上

以
そと

業

事）習事

の。号講の

了を

業第修

を

格で

んに資ん

営条の営

るす有る

い定をい

で規

る 定

年間あ 規

１ので借

そのと よ

上そこ に

以に
業に 量

事業 測

の事。 る
登

ん売 の

営る 者

を係 業

ので

るを を

い高 録

で上

。以にる

と年間あ

こ１
事。

だそのと

た上そこ

を係

建業に

、事業

しの

ので上

備ん売

設営る

築
１

あ第

で

のるを

みい高

よ
に

定

。規

との

こ項

る

と

し第こ

築
建

級
一

る

て
るの

い条。

あ林ア

ウエア

産か平 月 平る
分 成こト物ら成

とンのウ

。

とボると

こるすこ

）

ラが

。イ者
平個

い船ア

アイウアイ

舶か

成このら成人 年 平平る

に 以 成

と建エ

い
。て て

とし け

こ有 受
い

報か

ア士こ情ア

アイウ
成。シら

か従の平平と
スウ

業 ら資成

て

計とし

設こ有

員 ウ格

業い

を。

と舎

る書こ庁

アイウエ
成成。等

警こ警の平平

消

備と備提

所
務

事
士

業。業出

等ら

平と舎か

こ庁ア

ウ

警エ

成。

払で１

の 年。以売ま年
１

算 月のいの月

決 １上

日舶びず日

に １船及い
産に在

い のの林れ現

お

お

、 前造加もに

て 直建
又工該
すて 業れは製当い 営そ
度の理のる引 年ら修品

分事の売こき

上

１っ の 年年。造ま年あ

月はの月て 経 １１又で

、 を １１修い１は 験 月
かれ現従 有 日日理ず日
に員 る 在らに在業 す 現

ス お年該おの シ に同も
当い数 テ い

ム て月すてが

る引 引エ
ン き日こき人

１ムで

の まを年年テま

のす月月のの

中 で有１

発ず

、 いる１１開い

に
れが現かれ

消 ず者日日
に同も

法 に１在らに

防
も人

当

昭 該以お年該

和 当上い

すいて月す
る 年 るる引

法 ここき日こ

行１１設

法法を年年防

第
て１１保

昭５っ月月備

のい日日守

和条
こ在ら検

年規る現か点

。お年

律にとに同

法定

第よ
るい

届て月

号出引

書き日 ）
ず

１い

月の

１で

年備ま
当

年該

同も

らに

かれ

日

る

月す

い。き

業能払と続

日こ

力

２るあ年 該係が１ 当に

とそ 業間こ上 営年る以
業 が完事 度均。の 年平
成九 を

ん にが営 月高
満

。き上 ジ 続まと続以

で

年あ ア ２の２で ニ きで

上こ は 以に以る 又 年間

れ。 ロ そ報そと プ 上情
業テの ラ 事スら グ のシ

を を 営の業 ー をム事 マ

と続まと
で発営 有 ん開

２の

第 。。きで。

律 と

年間
その 第

上そ ）

以に 号

の事

に

を係 ６

業に の

事業 条

ま 第

で績 定

ん実 規

営る

出２の 条

提きで ４

の続
そ 定

必以に 規

を年間 の

すの事 よ

とその に

要上
係 備

者業に 警

る事業 る

っん実 の

あ営る 業

にを

間
の
で。

まと

てで績 認 績
実

る
係

に
業

事
の

そ
に

たい

合と 以 場こ 円 いる 万 な て い実ん し

、で は。 上

有る る こをい い る績で
。 。 てと と 。しこ こ と 防

こし 消

る有 る

いを す いを 定

備る
。い 設

とて け

当こし 受

、る有 を

は

い出る

届。い て

該とて

る
い

て
し

有
を



設

合

同該済に立

第第共当経

際

回回企共産定の

１２

構

体企局るの

業同業め

平平業長時
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３１
第

半資申資ら時
な随

審い申か

数格請格なに

占査時査。請ら

を審の
申だ受ま

めの期のたを

い請請しけで

て申

道 公 報

。は。う

合和うきい
２済）

年 以）、経中。

律企 つに産及

法小 下に
定局協

第業 中い規業び
等 小て

企はす長業

第

３
小 物アる格

アイウ資中

人種
企 件か平平こ個の

。に類
業 のら成成と

等 製ウ

１っと
協 造ま年年あご

で１

号

イウ

平る
成平こ個
十成と人
四。に
年年あ
一

及員

成成体が期成

１っ

が行
成官当過

年年結うびの
証数

月月さ公該半

１２
７れ需
と格を資

日日た適明が

。合けを

木木き組受格

証とす

かかのた有

））

、付に
同同明きる

らら

げ

と時、特け掲

るのは

及の政。る

き期次例る
外

方号第以

び各令者

。

規
げに者

掲条の

法に４
にる

分す
区定

る

合 ）同 業、るが組 号協

該格うに 第組 等当資行

条法 同中の官あ ３合 協

企類需て 第 組小種公っ
条

１ 」業ご適は ３

第 合

の組設 第

項 と等と格、

７ う同要合立 ４

第 い協
の証際

号 。組件のの 号
掲 及又う明に

にに ）合

は要
組 の月月ての

同

掲

法 ず日日、件
合 い１１

れ現か従の

に同員例
昭 に在ら業特

該お年の

和 も

数年 当い

法 すて月が

律 る引
と続ま以

第 こき日人

。きで上

月月て

四１は

日

年の

同員

ら業

か従

日、

金数

月が

曜３

日人

日

で

年年を。者

で上

ま以

たる

月月けあ

１２受
小業

日日中企

等又

））業合

金金企組

組業

同協

でで協は

まま

当調
じ定

応特

又合

合組

定締
にの
号約

各契
該達

にま
期込
時見
るが
め結

格 げげ びはちを資

しれ

業業すを るる 中協営有

業業 企組年る有 協企 小

にきる 組組 業合数とす
で

体次係。者 合合 団が

ののる
格る 下下 組い資あ 以以

にれ要も

織ず
はが 業業

関か件の 協企

で号
る該、構 組組

すに

以にる第

年間あ）

２の

。に

そのと条

上そこ３

係す

業に定

事業規

の事
で上小

ん売中

営るる

を

間あ

ので

るを業

い高企

に
業
事。

のと

そこ

にる

組
業
協
は

を
高
入
仕
る
係

術業産林

技測道農水森

き
けと
なる

資土土土 路

道機造土建地

、
ばは
れ

物 園質 標器施

築 路械木

」

法当適成 合合

識具設

るしの とと

律す用員 」

建電管塗

昭いとない過

上 装築気装

般橋

一舗鋼

て同

とし協

こ有等

工

土

た

申資し資

成

２

い組

。

の

方査請

の審申格

請格

い
て
し
有

法の書

知知

木

め特指

定がの

に事事

事事

作工工工

清 料木木

部林

政産

農水

成量掃事
課課

整務

調総

業部

事務

設

置置の 工調 の 設設物

建

事事事計計査

工工設

理
報 管

設情
建

部設
設
建

工工

工工工工 木部

室課

種

申類

事事事事事事事

る
次す

、出類

は提
請を

に申申

にと時 表こ随 の
申行請

の るり
めよ請

定

時必す

るに定

合 請わ場

当め
び認
及と日

期要る

建

は
又

合
組

業
企者

該た

理
報 管

設情
建

部設
設
建

を総

た地の

主在庁

室課

のれ主道 類け書

書な

る

に 出なる 類 提ば定外 た

いの業 になあ 期 先ら営

提 該が者 当。申所る 、

出 先内 のた 出主道 提請

立
設
が
合

組
業
協

に のる

れ
さ

一た

〇

会

業管部

営所務

。
き

と

営 場

所支課

のる計

所す

よ所る に合
業 示先あ

指
作
りが者



平
成 ４５

十 う提幌す課

四 ち出ボ市庁るに

年 、しイに舎者提

一 主なラあ等の出

北 海

のの管

１２３ 件

）
注 物

の申申作総許理印

期操

建物

随請請に務可室刷

時」書係部を

道 公 報

産産 報舶産

情船林林林

製製 ス建物物工

シの加

売品の ム又品 テ造の

第

品舎 イ

物物ボ庁庁庁保

等消

のー等守

品ラ舎舎

防点 運 賃

の等等

号

の
物

刷

造印

月 たけーる清うし

四 るれ等も掃ちな

日

庁主れ

営ば運の、、け

ら操、舎たば

業な転は

営ら

がな作申等るな

所
札いの請警

金

又所い

幌。資書備業な

市格類

曜

査総庁札

に審をはが。

あ

日

も申部等市

るの務舎幌

製

申と類る会受設の

製

請はも計け情
、

」１印の課た報造 造

に物 関との刷をでも課

物除あの

１にのくる提品 係

は

購

部の定製。者許出の

め造）の可し
又

にる、のう申な入 関

れは

係定時物提ち請け
のば物 課め期品出、中

が土者な品

るにの先国

修払生売 のは

関時行購

水管林

発理い産い
払 開

室 合報産

産産理

総情水

部営 企政試 務務経

林林

務有理

画策験 総道管

部

総情水林

部課課林課場

備備検

操設 貸 購転清警

務務 納
出総総

入借作掃

財務 管

管総 品
物部部

局

林造
製

出総総

課課課

理

はを財防あ

の請管消に

申るに備も

、す課設る

書の出守は

請者提保の

をちな検申

類うし点、

納主れ資書

出、けの請

物るな審を

局たば格類

管業なの務

品営ら査総

賃 係

期う入主交をらの

むい貸

以申、た通含な

臣。。借

部外請物る大

の業の）の 関

のを品営

係期う賃所行は資

時い

申審 課に。貸のう、格

う又在設請査

行借所建
類申 係

申は地業書の 関

をイ所第を請

請ボを法
設す 関

いラ管３建を

部

務
林 合報産

産

いーす条

場

務

画策験 総
部 企政試

産

総情水道セ林

部課課

政林試 務ン 林 合報有産

物部部

局務務 納

タ 部 企

課課課

理財務 管

管総 品

務

るを総

た地の

主在庁

理所い申部

業管部

営所

に札を務

課が。請総
北

平

の

海

成

よ２

道 う平収

告 に成納

年 示 代 改

北 第

海

正年理

す１金

道 号

係、等る第部る
る月融

運支１建者

定転庁項設の 課

北

平

第

海

成

６１２

道 て

告 資資第当、

年 示

北

格格２該当

第

海

のをに資該

喪有規格許

道 号

画策管験 総

失す定に可

１２

第
部課課理ー場

務

資資資１有１格

月資

５

期有関

格格格日効のに

有有で間効す

ののの前

す総

効効効あの期る

有

該

２
所支課

のる務

所

中を企申申出

格再再提
しの

格小有業請請先

資

る合方よ指

を企す組の

資再次行
を

４１
第

有業

ずと

審請いこ

格申のう

。４機告

の事れが

査の

の第

日関示

項
中
良

富号

庫指

金の

用道

信海

野北

る免示

るす係、告

及定

が資営許第

者る
次格業、

の要に登

ずにし等

い件関録号

か当令取海

れ該法を北

該な規消の

にしのり道

すこにれ定

当い定さ指

新を示

期期期る更間公

及は合手更を

間間間場
資、しう

び、は続新行

を成う定

該格平よ予

当

とで

期
間有

更る４るる

のす年すあ

手認１はで

新と月者の

者又法う示

続め日、、

すよ

る協ではとに

す等
の組る業るり

者同あ協
の合は成

当合も組者作

該

限あ第た

資企にで、し
の請

に組るる３申

格業
るを）格２書

係合。資
変有表を

営除ををの類

る

申にき

再由かで
業く

き
引
で
者

る
す
当。

請該

関

問機

声融

び金

資
き

続

組納

北同収

協び

業及

漁
道合代

海

一 知の理

一

削関

堀を機

項融

事事金

ことると融

るとよた金

とっ可。関

とな許き機

許収

っと免び

なた、及
理

き登代

と。、納

たき
要機

当を融

、等金

は録

成該

た）平当

資す関

該

公

旨か
のら

月基

知成１に

通平年示

が

成更

っ３平き

あ年にづ
新

た月
日
日年手

び行

ので及を

そま度続

随出

を。更すの提

日と

続でた者時し

相）しる
のそ請け

、あもで申な

構場ば

併資ののれ

合る

員のら

はを成合な

又格

変請い

渡すを申な

譲有
でし類

よ者更書。

にる

う
よ

得
を
格

承そたの

り

）

格
資

、
は
の

も
る
す
と

）

次

也を
部

達一

。の

る

に部

失合一

を場の

格る がす平う

い次

。おを

う

と

平る成こ

成。

年。

の出

継のも提

４の

年度 、

者員に

た成先

し構

請
申
再

の
査

審

資当



２
場

名地令平札

合調道指行

構方 基査競第成幌

庁 の

市 内自 礎争

年内

料札１に 条 の治 資の入
面施 と対参月本 の 路法

す加１店 ４

北 海

成」

面平調平内

路構

１

と

、成

査 側

。

清１の度う

溝年年い
平に

業４目び）

掃月及

者日

道 公 報 第

会

納お式

収と株

２の
下

金め
理改社

代り
機。

融る
関

号

に成
う平

よ
の

平改
成正年
十し１
四、月

年平４

一

る象希日又 の 、行 成日

定 溝 。望現は 規 側令
和 者に店 に 清昭 業在支

」お、 該 掃

当 業

政 いて業 し 務年 とい営
きが い 託令 う引所 な 委
）続あ こ 契第 。

と 約

） あ２こ 。 の号 できる

の的成係

名第 っ年と 指

る 事 公

側

要に、

概度面

業年路
北掃

をて清

査い溝

調お

おが委

と道務

の海業

次

の

り発託

東名

社
会

式行

株

銀 中
項

事
の屋

行
銀古

海
月
四年

日

月
１

か
日

金

施
ら

曜

す
行

日

て以。

。
る

競、上

札のの の 入次そ 条 争
要営

項 加
をを １ 参
件業 第 に

しで お 希
たん に を
満営

準 る
いる て す

てい い 望

約

実注契

業と 用 業
るこ

するの

施す

告

海道競

。北海名

る北指
参

事庁札

知本入

道庁争
者
内業

堀構加
舎

支大店支谷部大橋

以を

、店井、店西、阪支

店

央

本、町中、支大中店

、駅支

郷上支延渋店阪

店支大前店

支野店支谷

支蒲、店阪支及

店南、

桜

上店田大、営店び

、

を
項市

野、支森渋業、

支

り道並東本央虎宿

削

店門店

、内び京橋支ノ

央店、中、

株にに中支

在京営、虎央新

式所東

東

社す営業日ノ支宿

会

支、口

三る業部本門店

日中店新支

和店部、橋

知
道
海
北

の
行、

銀舗、

とる
者。 す 者

堀
事

札

１２

。
下る施
す同 以

加

調平んを調本参

れ者
庁考査舎希

成が選庁

査
度るのの業

年舎す等望

の

考

達下選

及以場マ者

平

電たマ

７

庁る

也道す

の合ト成

北話そこ場ッ

海

調以リ 道

ははス１

総－査外ー年

の 務

、、業月

５６

提平提
送
出 定損路納出成郵
書 款益面税書
の１場類 計等証類年の

書掃書提月合の 算清明

３４

以
を
項
事同

名お路事技商

調指な提

者登 出 査競、面業術業

入の側績名記

争４、実
溝書簿簿

の
也

達

札

を清上

税面以

道路台
１

合対ッ」

納車有

滞掃保

平のトと

目び下
礎貸う

的成本基象賃い

庁
度等料契）

年舎資借。

おとすのあ

に」と約で

てう。名て

いいる指っ
入の

海）争次

北。競、

総入結者４ － 部

道に

札果の日 務

他指を事

中業知概 内 庁名通業

課

のな調 管者し要 線
理

考。を 係－選い査

を次

番て的と あ 便目の ） 郵

は提
号提とお

機出

の限平先

械期日、出

保金成

有）

調月

種１

機年

べ

方参か清謄 書

の
で
ま
日

類業記記

加ら掃別別本

事２３

望ま者第第

法希

概様様

者の業号号

業で

調））

、用要式式

は各
め北
定、書

には査

４紙

い

て散て

し、し

る海別

配と

者、こ

る車る

い水
と掃
こ清

い管
な水。

で

に件

が係札要

び
及
。車

すッ加満

注マ参を

発る

望て

北賃希し

るトをた
るる

海道借すい

北海貸

者者

知本約業業

道庁契
舎指と

事庁の

り

道競下る

堀、名以す

る実 出す

すが施

こ、す －る

指る と名。

の 中

札 市

入 幌争 札競 。

あ
の

印
消

者 北

加 区

参 央

け
付

け
受
り
限

に
の
も
る

号

書務１

出総第

提道記

課）

知務式

を総様

類部
係
す理
出管

提中
に庁
事

車
掃
清
溝

側

の配
もで
る

、
面

路
の

一側

二

庁争。

機
掃
清

溝

及参競

達館札名

別入指 条

と ３

赤業入

也び加争

る

目し
名 丁

指 ６

て 西

し

。。
るる

すす
と布

）
。

れ
ぞ

れ
そ

を
械



事 北

都は 海

、平 道

完成

市
空計

平 了 知画

成 し年 支法

十 た１ 庁

四 。月 告昭

年 ４ 示和

一 日 第

北 海

提北話そこ場

電た

６７

出海の合
調以 書道

のはは 類総－査外

務

、、 の
総入結 提－ 部

札果 出

道 公 報

５
提平
送

事商定損納出成郵

業業款益税書
の１場

実登計証類年の

簿書書提月合

績記算明

は

書
謄出

別本期日、

第

３４

平る名おマ

あ調指な提
ト 出 税成こ査競、ッ

道

と争４ を

ー

滞年。の入のリ

し又方参及ス 書 納度札

ては加び業

号

市

方第成幌

地令平札

行
自

年内

４ 施月本 の 法１に 条 治

１店

月 １年

四 号法

日

第
律

）
号

金

第

曜

第
条

日

務

１

他指を
名通

課 先

支

な 管者し 線 中業知 内 庁

の 理
係－選い

庁 考。
を

提と 番て的 あ 便目 ） 郵
号告

る 出す

す

記限平

第金成

２）

式月

様１

号年

）

類者

印
消

の
で

ま
日

業

る近望の事

い直法希

要

で決者用概

者の業各

査

い期、は調

な算は紙
海

とおに北書

こに４、

。い定
務第

、る総記

てめ道別

日又 の 行

ッ出部１

マ提

定現は 規 令

お、 該 和に店 に 昭在支

当
引所 な 政て業 し 年い営
続あ こ 第きが い 令
と

第年と

）２こ 。 号きる

よ

空 に

道 定

海 規

北 の
項

水 発
開

長 の

庁 次

支 る

知

が

に

元 為
行

こ、 －る

指 と示 名
の 中

札 市

入 幌争 札競 。

し 条

と ３

者 北

加 区

参 央 け
受
り
限
に

の
も

る
あ

の

務様

ト書総号

。
る
け
付

借知庁）

貸を課式

賃類
係

に提理

約に管

契事中
も布

官る配

るすで

係出

受す。

のとる

庁のす

公

以。
上
の の

そ 条

営
で お

ん に

営 項

を １

業 第

秀 関

と 用

こ 準

る て

い い

北

２３３１
第

工

彰 る
す

海格請海

資北資北資申

の道の道審の道

格海格

の法示

種告種告査方告

名 丁

指 ６

て 西

類示類示

のの政品右
２１
第

目し

通海

令 １契等欄資共北

の約又に格
資告

平 表には定要的道

条ら格示

成 のよ同め件

平平左定に

１
第

）
中り

に基要

成資平成欄に必

格成
年掲づな 年の

る設格

１種年北げき資

が
績
実。

注る

月類度海

び資 北

地格

３

海

を
第

道方 開

定 企 発

め 条 自
業

た の 治 許

局法 可

。 告 年第 施
示

開所

１２

施
同

る

。 す

月

区地許び

発る発及

開れ
名受

又のを名

域域可氏

ご第ご第申第

は

請 と と

の の の

件第法第

要号要号方号

の特のの

２の２３

件第

定び

のに及

２例３１

れ２

ららの

かめ３

年 欄調第れ要第

７
政 に達３て件

令 定を号い

る規と第

第 めすにる号

ら
れ地定お２

ると１ 。 て方すりの 号
下

る共特すの 以

い公
お体役。か

と団定る

例

りの務ら 特

４及及道種立

と物の

のれ５

日びび告類さ第
２

達成第契たの

調平示
約営 を

に利を す年
にる目き

る度号係を除

物

下般と以

品お以一的、

又て競し下

等い
は北北争な

２ 行

特海海入い資

第項 令 日

１の 及

号

番規 昭 び

道

号定 和
よ 年に

企

一 第 成、 令 平り 政

業

般
争 。 ６競 号 年

局

の

に者

区た

工称け

以 月
市

川川川

深深深

ま住

含

河

里条

広２長

市市

町

、

めるり

定いよ

にてに

と申

てりへ

れお道

らと

とるし

るす請

い

一 お。た

三

に 政

るい

すつ

とに

り者

め 」

、等類定 令

し品種

れ い

海は、ら と

北又は

い 。

告定海て う

道特北

と 第

第務告る ）

示役道

の示

調第お ２

り 条 号達

と 第 第手
のの第る 号

１続号す ２

告又人」

定道道札法格

北役

指はい

海務企示は又と

名組う

道の業第

公種局

競合。 営類）
」入しは

企が号争若）
は北

管結と札く、

業締

者よう参そ海

理しいに

と）す連告

う。加の道

札 下 ５入

す第る合示

西

日

告又
」 建指 令 空は 政

示

争 い 第競 と 指名
う

参 第 号に ） ６札 。 －入
加

１番野

す 条

丁

吉

目号順

筆
４

か
ほ

５
番

。 に

申
の
こ

、
は

。て

第

を１ 定

の例の 規

１特１
の

種め表 る

の定の す

表

川る１者会第
類る物

契のを

昌約１法除

う表の。第

のの律く号

者 ５
る の

ちの規）１

利

工
２

及な
項要

必 １
に 第 ）
区



い海

度平資格北はと北

と道う道

特 に成格」海
定 お

）示

役 け年第い告。告

。第第第

務 る北５う示

道２）９２９

の 競海の

入企には号条号

調 争

北 海

営

を平告契た

格１

資第
成第に利

定成資平示約

格 め

９係を た年の
度一的

。１種年号る目

月類
お下競し

４及に以般と

日び

道 公 報

び 北

地

第第

海第 ６７

道方
企 資北資知条 自
業の 治 格海格事

局法 の道審か

告 喪告査ら第 施
示２ 行 失示のの

第項 令 第結通

２ 果知

第

資資平有北

２５１２

第

申海格格成効海

北再北

期道

海
道請道のの

の示

告の告有有年間告

期月更第

示方示効効１

第法第期
間間４新

号

を資再

請
４１

第

平も格申

成っ審請
十て査の
四道の事
年再由
一

札業よ、第第第

達 企申

の

続 に局り北１２１

手
１に１

の 参告準海の号

す告の規の

特 加示用道

る１る示表定表

例 す第

右

定 者号こ第のすの

を
類物欄

め にのと９種る

し第の品に

る 必規と号

なにた１契等定

政 要定
資基北の約又め

令

争な

平 格づ海１にはら

調い
を北海札法

達て北入い

る道告は又

す海道又人

物示指は

等業９競合

品企第名組

は）」入し

又局号争若

定締いには

特がと札く

北役結う参そ

の 号 を昭

第っ定 和 号も規

れり 政 にこよ 年 ６てに

ら代一 第 めに、 令 定

般

いも争 。 てる競 号 れえ

とと札 下 るの入 以

及日手

第当ら第

号号びか続号

の期成の

４４該平５

第

２

の
１２間

定定更３定

ににの年に
ら

めめ新月め

らら手

い

ててまて

れれ続日れ

いいで

月業請

四局

日

請
申

の
へ

）

金

併
が

曜

て
せ

日

成 く道のよ同れ

っ
あ

第い

７ 平資告表り条て

中達３る 年 成格示の調

）第政
にお 令 年を９欄を号と

定る規り 第 北有号にす

海す第

道る５め地定と
る 。

企者のら方すす 号
共特。 以

業を２れ公る

除い団定た 下

局除をて

示。きる体役だ

告く

加の
第）、との務し 特

道のよ）す連

海務し。
と１者会

公種う第る合

企すの並

営類
管契の律に

業る１法び

者のの規成

理約表の平

う左定
及

平に基度

西ち欄に年

げきび

川成掲づ

又

と。指 令 りるは 政 おす

う 。争 い る競 と す名 」
参 第に ）札 。入
加

るるとる

者 ５
る の

す 条

。り

おおるお

ととすと

るる

すすす

ととと

りり

な
み

と
の

も
た

。。。

る

１に以お物の、 例

。
す

類般

号必下り品種一 政

及要と等令

、、

びな資し又」は土

北資知結
の

２６７

第第

海格海格事果

北有北資

道期道の道審かは

海効

の公

告間告喪告査ら、

示の示失示の

北種立成

昌年る設平

利海類さ

１２５１

第第

道のれ年

出資再北再北資資

提
４

のの

す格申海申海格格

の告有有

る審請道請道

事示方示効効

こ査の告

及な
項要

必 １
に 第

との

局前同

業共

３１２３

第

請海）記企

資申北申北

の道の道へ１業

格請海

に

査時告方告のに体

審

２３

第

の期示法示申か

資共北資北資北

第
２１

道

号格通海格海格海

９

告種告

第要的道の道の

示類示類示

１件資告種

工に

工木表

木土の
の格 装びら

舗及め

、事定

事

果知企

第更第第結通営

号手号第を業

９新９９

５にっ理

第続第６も管

２めこか

のの定て者

５

定れに通

ににられら

１

らいえす

めめて代知

定

てともも

れれるるる

ら
間

に再由第法第期期
て

り請号号及

よ申９９間
の該

な４４当

行第第び

のにに間

も１２期

うの

ら新

すめめ更

と定定の

係

てて続

。れれ手

るら

９９がわる

申第第請か
せず格

の号号併ら資

請

査

期３３て、審

時第第

び１２っの

及ののあ道

定も業請

方ににた企申

と）、

めめの局は

法定

な発営

れれみが公

らら

９

２要第ご第ご第

てて

の号の号

の件９と９と
件２

に第要第要第

表号

３

めのののの

定２件２

定

れのの例に

ら１２特
れ

るららら

いかかめ

て

林て

工森れ
級に及て

等

橋工と

鋼木る

、土い

事

よ

工資に

部のろ

上事こ
っ契

建あ、

、にり

事格

と

いいおのの

工て約

築

る

とととすす

るるりと
た

りりる。。

おおする
、

るるし

すすだ

とと。

る

いい

に
３
の

３
第

。。

す

とと

りり

おお

とと

る

いいす注企

。。

るる

す

理

時とる管

るる。す業

とにの

にり約者

期お契
に

け、る示

なし係指

し

の入り

ばれ争よ

れこ競
し

な請に成

ら申札作

な

る

に定びい

いを参

すれ定お

分らにと

区め

れす

。いらと

るてめり

と

りる

おい。

とてる

る

事はの

。と

るり

すお

と

気該
電当額

、、金
定

、を予

事格事

工資工

工北価

管、

一事海格

四

じ

業示応

農告に

、道）

加た

査
審
格

資
る
よ

土第

望書

て希請

っを申

。も

す類

道

北

木９、

。
る

す

企るを

の告

、１道

事第海

工号
産２示

水



同南

成札幌

平同南札

平 幌病

成 年病社院

十 １社院団

四 月団清

年 ４清和

一 日和会

北 海

定 北

昭） 海

の 道

一
和
選 名所

部 挙

を
年 在

管

次
北 称地

理

の
海
委

よ
道
員

う
選 北北

会 海海

道 公 報

４５６７

般成約

落月契一一平契
に

氏住札額約般

金の競競

相争争年関 名所額

手入入北す

方札札海る 消

をの道事

幌税決公教務 円 中札費

道

第

平落パ落平落

次

１２３
者

と成札ー札成札

の

にソを お

氏

り年係ナ決年の

一１るル定

及

般月物コし月名

競４品ンた

争日等ピ日日び

号

育
教

知
空

庁
育

教
道

海
北

月 会

四
日

同

同

金

南－

曜 北南の９
条 海

日

に
挙

選西７

道条西

告

改
管 道道

示 教岩道

正
理
第委 育見

選す １

る
員 庁沢

号会 空市挙

告 知８。

管

第 育西

示 教条

理 局５
企丁委

画目号

員 総
務不

会

し庁担

リ市及定告育を
す

ス央地た空当

ー中び
北消続教る

株区方手知

条税局織

会１費育組

式

称

３除示名

東を告の

社

）号び

目。５及

丁く第

入のュ住

番所

３

及

に称タ）

札名ー月所

札量

落数式

りび１

よ
者

海

定北当北

決月

を１台

た道り道

し海た

告
局

道

示 教第

育

号
１

庁
空
知
教
育

１
理目１

管丁目

挙９丁

会平

員
委

委
員
長

」

学者

課在

橋を、

」に

告

校投

示

が
と

こ
う

係行

理を

管票

教単栗

地

地在

病
る

き
で

学

空等

庁）高

育価山

。

塚
戸

長
局
育）

教校

知

局
告
示

之
康

広療病

と北北組帯医斗
人 斗 か道連厚法院

海合
院団

ち生会病社

厚合生

の
等

院

病業合北 病農総

指

同病同ロ同ト同吉同記
院

カイ記病

院イロ田念

社院共病社病信

病カ念
信会

団団栄院団院佑

社

介お同道同栄同

新札会

器

老ら化院

護ぞ消病

同

会

健和病心

保彰科禎

人

隆

施会院

消栄

念同東同道同同東
社

院器院

院病化病

病栄

常

団和病心団

社彰科禎

常会院会

法道

海病療海

北念医北
団経

神社神

脳人脳

道院

同院北

協病斗

外研外

経

西稲西稲

同同同同

院院
田６田

８線

南基南基

条町条町

幌札佑吉

丁７丁７

４線

同同同同

栄ト幌会田

道
北

同

本 川川本
２２

条下下通号通号

東

同同

お海道院

設北新病

北３北６

同同

丘本

号 号 珠町号
条東東

町１条条

同同

会海院会

松北病松

同同

北６北 本 北

号 号 号町号

仁科

東条東東

条１条条

北の北－

同同

記会記

科

地１地

目番目番

条条

の５５

元同

平平平

一
五

丁丁

をを

」」

南南 地地 丁目目 番番 ８

平

番番番

１５５ ８８ 目

平平平

ををにをに

」」」」」

１８８

丁丁丁 番

目目目

平平平平

番番番

２１１

に

」

１８
１３

目目目目

丁丁丁丁

平平平平

番番番番

３２

西西

を

」」

平

１１

目目

丁丁

め

削、改

、
り

削

をに

」

、

、
め

改

、、

り



り体リ

身き札身く身グ

障く障の障ン 幌 体さ体
ハ者イ

害苑害み害ハ あ

護 み 療療イ療ム

者ゆ者
園設設

施施施 の 護護ム

設

北 海

リ

町ホ豊人身喜札身グ
障ン 幌 立ー富ホ体作体

害害ハ あ 特ム町ー障園

特温者ゆ者イ

別温立ム

み 護園別心療療ム

養心
人護施施 の 老養園護護

老設園設

道 公 報

幌

清社ケケド特く特清
養園

幌会アアア別り別

護み護

園福ハハイ養の
人人

法スス老老

祉ウウ

ーー

万らーホホ

人うユ

閣かンムム

葉らア

第

別

組帯特喜特き社ケ特
ハ養

合広別作別さ会ア
祉ウ護

連厚養園養く福

老老法ス老

合生護護苑

ホ

総院人人人う人

会病
ーー葉らー

合ホホ万ら

院ムム閣かム

病

号

病道
ち海

同か北

平院厚

成生
十農
四業
年協
一

市市

幌幌

同同札札

と同

川平番山

区石

平区

豊南

川
下北岸
８号番 条地

３ 番番

郡市

塩塩幌

天天同同札

富地区

豊線豊番南

郡
富

町の石

川川山

町
字字

上上下北
番 ササ

地 ロロ

幌

同同同札

３ ベベ番番

月１平番北の
区

田
清

市

の

野 寒番岸
８号７ 東

４

４号条条

条

北
区

田
清

市
幌

同同同札
７

下下寒番野

川川月１
東
４号条

番番条４

月
四
日

６

西西

同同

金

南南

条条

曜

丁丁

４８

日

１

目目

平平平
３

２１目

地地丁

２１

ツツ地地

め
改
に

」

西
７

平平平

同

丁丁

、

をにを

」」」

平平

目３８

丁目目

同

丁

、
に

」」

地地

平平平
目８

２２丁目

番

、

をにを

」」」

平平

号

２

。
る

、
に

平道経等過、

入次同つ

にい成が済以去確

札の

行産上２実 参ず

間履

加れ年う業の年に

すに北指大認

海住ベ

委北委契納

アイ
ト約入 業 業道宅ク

託 託
１

の察メル務 務警イ

北

次 海

の平入 道

と成 警札

お 察

り年に 本

一１付 部

般月 告

る

平。

平平

成
年
１

う
月

北

平に 海

成改 道

８正 選

年す 挙

北る 管

海。 理

道 委

国し

るも海名臣証に行

らを又た

者該道競か等

示入シ取は実

に当告争

要る第札ス得地績

必す

にテし方を なこ

共す

資と号関ムて公有

ンる団る

格。にすイい
とと

定指テこ体こ

規る
るをレ。種。

す名グと

場 名本ー地の

情停ー類

情地へ様

称部ジ図仕期

登交

び報図の等間所

及

入契北北

量信録通

数通
ス業故札約海海

シ作事
明結札警

テ発説締道道

地書の幌察

ム生

更

点に日市本 新

登よか中部

競４

す

面 デ

示

争日る 第

入事 １

札項 号 道

以 警下

察

」
札

入

本

町

日同岩本

４同岩

い
と

本
町豊
頃番 豊

町
館
豊夢

茂地
町茂 番地 頃

セえ

北頃祉町

豊福ー頃

選

海町

員

挙 会

管 告

理 示

委 第

員 ２

会 号

第
示
告

号

れ規

シさーび

報止タ及

ス

模
を

テて
開い企ぼ

のな）ほ

ムい
登く

のとのじ

発こ業同

受契

ををる

格録す

資。

ー録るら央総

すけ約

有

業成北部

タ作。平区務
２情

作
成

３西管

業年条報

務

月７理
丁課
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